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東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈

り申しあげますと共に、被災された皆様に心よりお

見舞い申しあげます。又一日も早い復興、復旧を願

うものであります。

さて、去る四月二十四日に執行された村長選挙に

おきまして多くの村民の皆様方のご支援を賜り当選

させていただく事ができました、心よりお礼申し上

げます。

選挙の翌日より就任させていただいておりますが、

山積する諸問題と内容の重大さ等々に改めて、その責任の重さを痛感している

次第であります。

厳しい経済状勢に追い討ちをかけるような大災害で、更に厳しくなることが

予想される中ではありますが、四十有余念の永きに亘る行政マンとしての経験

を活かし、村政の安定と信用、信頼の回復に全力で取り組んでまいります。

又、安全で安心できる癒しの村づくりに向け、環境に配慮した間伐や枝打ち

等の森林整備と自然や歴史、文化を活かした滞在型の観光を目指したいと考え

ております。

さらに、高齢者や障害を持つ方がおられる家庭の心の支えや負担軽減のため

地域で助け合い、支え合う、やさしさやぬくもりのある村づくりに努めてまい

ります。

少子化対策や子育て支援、教育問題等々にも全力を尽す所存であります。

村民皆様のアイディアやご意見を反映し、ガラス張りの行政に取り組んでま

いりたく思っておりますので、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申

し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

天川村長　森 本　靖 順
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区長様を通じて支援依頼をお願い
していました東北地方太平洋沖地震
救援募金は、村民の皆様のご厚意に
より総額1,778,455円のご協力をいた
だきました。
ありがとうございました。
この救済募金は被災地に届くよ

う、５月20日に日本赤十字奈良県支
部に届けさせていただきました。

平成23年３月17日より設置しております、募金箱の寄付金が５月の時点で446,475円となりました
ので、日本赤十字社を通じ被災地へお送りさせていただきました。皆様のご協力ありがとうござい
ました。

今後も各施設に募金箱を設置しておりますので、引き続きご協力の程よろしくお願いします。

各施設の募金箱の寄付金を送金しました。

東北地方太平洋沖地震救援募金ご協力ありがとうございました。

※ 告示日（立候補届出日）
平成23年6月21日（火）午前8時30分から午後5時まで
天川村山村開発センター（農林研修室）

◇立候補予定者説明会
平成23年6月2日（木）午前10時30分
天川村山村開発センター(農林研修室)

◇立候補届出書類の事前審査
平成23年6月14日（火）午前9時30分から午前11時30分まで

◆ 詳しくは、天川村選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
10747－63－0321

天川村農業委員会委員選挙
6月26日（日）投票日です

天川村農業委員会委員選挙
6月26日（日）投票日です
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観光シ－ズンの幕開けとなる第23回天川村名水まつりを洞
川エコミュージアムセンター周辺において４月29日（祝・金）
に開催いたしました。
今年も、「自然を学ぶ、自然に親しむ」をメインテ－マに、

毎年好評の親子アメノウオ釣り大会をはじめ、野草の観察と
山菜の試食会、水生昆虫の観察会、ストーンペイント教室、
木の枝クラフト教室という４つの自然体験コーナーと、夜には
星の観察会を実施し、快晴の満天の星空の中観察を行うことが
できました。（今年は人工衛星も見ることができました！）

今年はまだ桜が咲いていないような状況でしたが、３連休
の初日となり多くの参加者でにぎわいました。（親子アメノ
ウオ釣り大会：393人、自然体験コーナー＆星の観察会：計
463人　合計856人）
また、今年は例年の「参加協力募金」を東日本大震災への

義援金として全額寄附することとし、合計44,990円の募金を
いただきました。

専門の講師の先生のアドバイスを受けながら、子どもから大人まで、参加者同士のふれあいを通
じて豊かな天川の自然を満喫していただいたことと思います。
ご協力いただきました各種団体のみなさま、ありがとうございました。
来年もみなさんの参加をお待ちしてます！

５月17日（火）に役場において、平成23年３月31日で行政
相談委員を退任された井口勝代さんに、総務大臣感謝状が贈
呈されました。井口さんは、平成３年４月に総務大臣から行
政相談委員の委嘱をうけ20年間にわたり、村民の皆さんの相
談相手として行政機関に対する要望や苦情の解決に尽力され
ました。

今年もにぎわいました「天川村名水まつり」

元行政相談委員井口勝代さんに 総務大臣感謝状を贈呈！

きれいな川探検！水生昆虫の観察会

親子アメノウオ釣り大会

木の枝を使ったクラフト教室 いろんな形でストーンペイント教室 野草の観察と山菜の試食会



平成24年度から使用される中学校の教科書などを下記の教科書センター（分館）等で展示します。

１　展示場所 吉野町立吉野小学校（吉野町上市）
川上村立川上中学校（川上村人知）
下北山村立下北山小学校（下北山村寺垣内）
十津川村立十津川第一小学校（十津川村小原）
野迫川村山村振興センター（野迫川村北股）

２　展示期間 平成23年６月17日（金）～７月15日（金）
午前９時～学校及び山村振興センターの終了時刻
（休みの日は閲覧できません。）

※なお、県立教育研究所（磯城郡田原本町秦庄）等においても展示しています。

問い合わせ　 天川村教育委員会　　1６３―０３２１

４月28日（木）、下市観光文化センターで「第４回南和

の医療等に関する協議会」が開催され、奈良県知事（協

議会会長）をはじめ南和地域の各市町村長（協議会委員）

が出席して、医療体制のあり方（施設の整備方針）、奈良

県地域医療再生計画（案）、今後のスケジュールなどにつ

いて協議されました。

施設の整備方針としては、救急病院（急性期）１施設

と地域医療センター（療養期）２施設の場所について協

議され、交通アクセスなどの立地条件、整備に要する期

間などに関する評価結果を踏まえ、救急病院は大淀町福神地区（近鉄福神駅前）の更地に新築、地

域医療センターは現在の国保吉野病院と県立五條病院を改修して整備する方針が決定されました。

また、奈良県地域医療再生計画（案）としては、同協議会が検討を進めている南和地域の医療体

制再編を内容とする計画を国に提出することが決定されました。

次回の協議会は本年７月に開催予定で、協議事項として、南和の医療体制のあり方（基本構想）

の確定が予定されています。

■会議資料など詳しくは、

南和の医療等に関する協議会ホームページ　http://nanwairyou.jp/
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教科用図書第十八採択地区協議会よりのお知らせ

教科書展示会の開催について

南和の医療等に関する協議会　第4回協議会を開催



中吉野広域消防組合管内において、昨年末より火災が頻繁に発生しています。この季節は空
気が乾燥し、通常よりも火災が発生しやすく、また大火となる可能性が非常に高いため、警戒
態勢を強化しています。

１．火災の発生状況
大淀町内　　建物火災　　2件　　　下市町内　　建物火災　　4件

車両火災　　1件　　　　　　　　　林野火災　　3件
その他火災　2件　　　天川村内　　建物火災　　2件

２．防火対策
（１）空気が乾燥し、風の強い日には『野焼き』等は実施しないで下さい。
（２）家の周りなどに燃えやすいものが置かれていないかもう一度点検をして下さい。
（３）火の取扱いには十分に注意していただき、確実に後始末を実施して下さい。

３．その他
上記の火災の中で、住宅用火災警報器を設置していれば、早期に火災を発見し大事に至ら

ずに済んだ可能性のある事例もあります。
住宅用火災警報器は、深夜で就寝中や外出中の火災の場合に、家族や近所の人に素早く火

災発生を知らせることが可能となり、火災による被害を最小限に食い止めるには大変効果的
です。
火災の早期発見と逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

（平成23年７月１日）
○目的
社会が一体となって暴力団を排除し、安全で平穏な生活を確保する
○基本理念
・暴力団を利用しないこと
・暴力団を恐れないこと
・暴力団に資金を提供しないこと
・暴力団と交際しないこと
○主な内容
・学校等の周辺における暴力団事務所の新たな開設や運営を禁止
・青少年に対する教育等のための措置
・事業者が暴力団員に利益を与えることを禁止
・暴力団事務所に利用されることを知っての不動産契約等を禁止

暴力団に関する情報提供をお願いします。
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『火災多発 ! ! 』に伴う火災予防の徹底について

奈良県暴力団排除条例が制定されました。
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＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

日 曜日

1 水 診　　察 診　　察 粗大

2 木 休　　診 休　　診 すこやか健診 資源２

3 金 診　　察 診　　察 燃焼

4 土 閉　　　　館　　　　日

5 日 閉　　　　館　　　　日

6 月 診　　察 診　　察 燃焼

7 火 診　　察 検 査 日 資源１

8 水 診　　察 診　　察 粗大

9 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

10 金 診　　察 診　　察 燃焼

11 土 閉　　　　館　　　　日

12 日 閉　　　　館　　　　日

13 月 診　　察 診　　察 燃焼

14 火 診　　察 検 査 日 子宮がん検診（村内巡回）資源１

15 水 診　　察 診　　察 粗大

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 6月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 6月の予定表
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日 曜日

16 木 休　　診 診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ（10：30～） 資源２

17 金 診　　察 診　　察 燃焼

18 土 閉　　　　館　　　　日

19 日 閉　　　　館　　　　日

20 月 診　　察 診　　察 燃焼

21 火 診　　察 検 査 日 資源１

22 水 診　　察 診　　察 粗大

23 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

24 金 診　　察 診　　察 燃焼

25 土 閉　　　　館　　　　日

26 日 閉　　　　館　　　　日

27 月 診　　察 診　　察 特定健診・後期高齢者健診 燃焼

28 火 診　　察 検 査 日 特定健診・後期高齢者健診 資源１

29 水 診　　察 診　　察 粗大

30 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源２

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

見える所に貼り、ご活用下さい。

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 6月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 6月の予定表
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今月は、いよいよ各種健診（検診）の実施月です。実施日が近づきましたら、お申し込みいただいた方
に個別にご案内を送付します。正確な検査結果をえるためにも、注意事項を守って受診してください。各
検診の実施日は、次の通りです。みなさんのお越しをお待ちしています！

※個別で受診していただく子宮がん検診及び乳がん検診につきましては、準備ができ次第お知らせさせて
いただきます。

今月のうさちゃんくらぶは、下記の内容で開催します。お子さま同士の遊び場に、また保護者の方の交
流の場に、皆さまのお越しをお待ちしております。

○参加対象・・・生後４ヶ月～幼稚園入園前までの親子
○持ち物・・・タオル・お茶等
（詳しくは、後日郵送しますご案内をご確認ください）
○送迎を希望される方は、前日までにご連絡ください。

食中毒が発生しています。食中毒の発生は、毎年５月のゴールデンウィークを過ぎる頃から急激に増え
ています。今後より一層の注意が必要です。

食中毒予防3原則「細菌をつけない・増やさない・殺す」
★菌をつけないために、食材に触れる前には必ず手を洗いましょう。
また、食器や調理器具なども常に清潔に保つようにしましょう。

★菌を増やさないために、食品は購入後なるべく早く食べましょう。
冷蔵庫にすぐ入れることも大切ですが、冷蔵庫を過信しすぎるのは危険です！

★菌を死滅させるために、しっかり加熱しましょう。（目安は、75度で約１分です）

「 みがこうよ　未来へつながる　じょうぶな歯　」
私たちの命をつなぐ食事、家族や友人との楽しい会話など、
私たちのなにげないひとときを支えている大切な歯。
近年、予防歯科という考えがますます重要になってきました。
大切にすれば、一生自分の歯で過ごすことができます。
黙って働くあなたの歯への感謝を、毎日の習慣にしてみてみませんか？

保 健 事 業
の お 知 ら せ

健診（検診）が始まります！

歯の衛生週間　・・・6月4日～10日

感染症に注意しましょう！！

うさちゃんくらぶのご案内

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。 連絡先　163－9110

胃がん検診 7月11日（月）、12日（火）、13日（水）

特定健康診査

後期高齢者健康診査

大腸がん検診 ・肺がん検診
6月27日（月）、28日（火）

肝炎検診

子宮（頚部）がん検診 6月14日（火）

日　　程 時　　間 会　　場 申込み

6月16日（木） 10：30～12：00 ほほえみポート天川 不要
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【対象となる犯罪】
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは

日本航空機内において行われた人の生命又は身体
を害する罪に当たる行為（過失犯を除く。）によ
る死亡、重傷病又は障害を言います。

額（最高額～最低額）
2,964.5万円～320万円

◆支給を受けられる人
亡くなられた犯罪被害者の
第一順位遺族
◆支給を受けられる遺族の範囲と
順位
１　①配偶者
（事実上婚姻関係と同様の事情に
あった人を含む。）
２　犯罪被害者の収入により生計
を維持していた犯罪被害者の
②子　③父母　④孫　⑤祖父母

⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない犯罪被害者の
⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母
⑪兄弟姉妹
※ ○内数字は、支給を受けられ
る遺族の順位。

遺族給付金
額（上限額：120万円）
下記①と②を合算した額
①負傷又は疾病から1年間に
おける保険診療による医療
費の自己負担相当額
②休業損害を考慮した額

◆支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病（加

療１月以上かつ入院３日以上を要

する負傷又は疾病)

※PTSD等の精神疾患について

は、加療１月以上かつその症状の

程度 が３日以上労務に服すること

ができない程度の疾病を負った犯

罪被害者本人

重傷病給付金
額（最高額～最低額）
3,974.4万円～18万円

◆支給を受けられる人

犯罪行為による負傷又は疾病に

より障害が残った犯罪被害者本人

◆「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき（そ

の症状が固定したときを含む）に

おける身体上の障害で、法令に定

める程度の障害です。

（障害等級：第1級～第14級）

遺族給付金

犯罪被害者等給付金

【給付金の支給が受けられる資格】
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する
人です。

※平成20年7月1日以降に受け　た犯罪被害についての説明です。
これ以前の犯罪被害の場合、若干異なります。ご注意ください。

◇この制度は…
通り魔事件等、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重症病又は障害という重大な
被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られ
ない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給
付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。

給付金の減額、調整
犯罪による被害でも、次のような場合には給付金の全部又は一部が支給されない場合があります。

ｏ　犯罪被害者と加害者との間に、親族関係があるとき。
ｏ　犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
ｏ　犯罪被害について、犯罪被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
ｏ 犯罪被害者と加害者との関係（金銭関係や男女関係のトラブルなど）その他の事情からみて、給
付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。

また、労災保険など他の公的給付を受けた場合や加害者側から損害賠償を受けた場合に、その補償額又は
受領した額が給付金の額を上回っているときは、支給されません。

※遺族給付金及び障害給付金の額は、犯罪被害者の当時の年齢及び勤労による収入の額等に基づいて算定されます。

◇この制度は…
通り魔事件等、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重症病又は障害という重大な
被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られ
ない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給
付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。
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【給付金支給裁定の申請】
○ 給付金の支給を受けようとする人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を

行ってください。

○ 申請は、原則として、犯罪行為による死亡、重症病又は障害の発生を知った日から２

年を経過したときは、することができません。

詳しくは、警察本部又は警察署へご相談下さい。

◆　奈良県警察本部　県民サービス課　犯罪被害者支援係

連絡先　10742－23－0110

◆　中吉野警察署　警務課　県民サービス係

連絡先　10747－53－0110

【他の法令による給付等との関係について】

労災保険法その他の法令に基づく給付等が行われるべき場合には、

給付の調整を行います。

犯罪被害給付制度とは申請要件、補償範囲が異なりますので、それ

ぞれの担当機関にお問い合わせ下さい。

他の法令による給付等の一例

自動車・バイクによるひ

ったくりに遭い、転倒し

た被害者が死亡・負傷さ

れた場合

仕事中又は通勤の際、犯

罪の被害により、被害者

が死亡・負傷された場合

授業中又は通学の際、犯

罪の被害により、児童又

は生徒が死亡・負傷され

た場合

a

a

a

自賠責法が適用されれば治療費等が支給され
る可能性があります。
申請要件等詳細は損保会社又は損害保険料率
算出機構奈良自賠責損害調査事務所（1

0742－35－1401）にお問い合わせくだ
さい。

労災保険法が適用されれば治療費等が支給さ
れる可能性があります。
申請要件等詳細は、勤務先又は勤務先を管轄
する労働基準監督署にお問い合わせくださ
い。

日本スポーツ振興センター法が適用されれば

治療費等が支給される可能性があります。

申請要件等詳細は、学校にお問い合わせくだ

さい。
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来日外国人犯罪防止に
ご協力を！

○ 現在、奈良県においては、外国人が日本における在留資格

を取得するために日本人等と共謀して行う偽装結婚事案や、

正規滞在者を装うため、旅券・外国人登録証明書等を偽造す

る事案が散見されます。

○ 来日外国人の犯罪は、都市部から地方へと拡散しており、

奈良県も決して例外ではありません。

安全・安心な街づくりのため、

外国人に関する犯罪を見聞きされた

方は下記までご連絡ください。

奈良県中吉野警察署

10747－53－0110

奈良県における検挙（平成22年・40名）

韓国　12

中国　9スリランカ 
3

フィリピン 
3

ブラジル　3
タイ　2

ベトナム　2

ロシア　2 その他　4

来日外国人犯罪防止に
ご協力を！
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不法滞在・不法就労防止に
ご協力下さい！

【不法滞在・不法就労の現状】
○　不法滞在者とは、

・　偽造パスポートや密航船などで不法に入国する者

・　在留期間を超えて滞在する者

であり、現在我が国に約10万人が存在していると見られ、その多くが不法就労してい

ると見られます。

○ 不法滞在・不法就労する外国人の存在は、我が国の労働面だけでなく、風俗や治安

などいろいろな分野において様々な問題を引き起こしています。

○ 最近では、悪質な不法滞在者たちがグループ化し、暴力団等の犯罪組織と連携して

犯罪を犯すケースが増えており、我が国の治安を脅かしています。

また、我が国に入国・滞在するための手段として、偽装結婚や偽装認知等の事案が

発生しています。

【皆様へのお願い】
○ 働くことが認められていない外

国人を雇った事業主や不法入国を

援助した人等は法律により罰せら

れる場合があります。

○ 外国人の雇用にあたっては、必

ずパスポートや外国人登録証明書

等を見て在留資格や在留期限を確

認してください。

○ 安全・安心な街づくりのため、

外国人に関する犯罪を見聞きされ

た方は迷わず110番又は中吉野警

察署まで通報をお願いします。

中吉野警察署
10747－53－0110

不法滞在・不法就労防止に
ご協力下さい！
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肺
塞
栓
症
を
防
ぐ

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
生
活
の
長
期

化
で
発
症
し
や
す
く
な
る
の
が
、
深
部
静
脈

血
栓
症
に
伴
う
肺
塞
栓
症
で
す
。
エ
コ
ノ
ミ

ー
ク
ラ
ス
症
候
群
と
し
て
も
有
名
で
す
。

三
陸
地
方
の
避
難
所
で
、
下
肢
に
む
く
み

な
ど
が
あ
る
人
の
四
分
の
一
に
血
栓
が
認
め

ら
れ
た
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。
多
く
は
避

難
生
活
を
し
て
一
〜
二
週
目
に
発
症
し
ま
す
。

一
度
血
栓
が
出
来
る
と
慢
性
化
し
や
す

く
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
に
む
く
み
が
認
め

ら
れ
、
あ
と
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
無
症
状

の
た
め
、
呼
吸
困
難
な
ど
の
症
状
を
示
さ
な

い
と
発
見
さ
れ
に
く
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

厳
し
い
避
難
生
活
が
長
期
化
し
、
水
分
摂
取

が
少
な
く
、
歩
く
こ
と
も
少
な
い
た
め
に
血

栓
が
出
来
る
可
能
性
は
高
く
な
り
ま
す
。

以
上
に
加
え
、
下
肢
に
静
脈
瘤
が
あ
る
女

性
な
ど
は
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
ま
す
。
超
音

波
検
査
な
ど
で
深
部
静
脈
血
栓
が
認
め
ら
れ

れ
ば
治
療
が
必
要
で
す
。
予
防
に
は
水
分
摂

取
や
運
動
を
勧
め
、
弾
性
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の

着
用
も
有
用
で
す
。

近
い
将
来
、
南
海
・
東
南
海
地
震
が
起
こ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

奈
良
県
医
師
会

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

①
下
肢
の
む
く
み
が
あ
る

②
打
撲
な
ど
で
外
傷
が
あ
る

③
車
中
泊
の
経
験
が
あ
る

④
運
動
不
足
で
あ
る

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
皮
膚
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
皮
膚
科
部
会
）

六
月
九
日
（
木
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
必
要

◎
目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

六
月
十
四
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
不
要

◎
精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
精
神
神
経

科
部
会
）

六
月
十
六
日
（
木
）
午
前
十
時
三
十
分
〜

十
一
時
三
十
分
　
予
約
必
要

◎
整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
整
形
外

科
部
会
）

六
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
必
要

◎
内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談
（
内
科
部
会
）

六
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分

〜
二
時
三
十
分
　
予
約
必
要

▼
場
所：
奈
良
県
医
師
会
館
・
一
階
　
県
民

健
康
サ
ー
ビ
ス
室
（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か

ら
北
へ
徒
歩
七
分
）

▼
連
絡
先：

〒
六
三
四
―
八
五
〇
二
　
橿
原

市
内
膳
町
五
―
五
―
八
　
奈
良
県
医
師
会

各
主
催
部
会

1
〇
七
四
四
―
二
二
―
八
五
〇
二

六
月
一
日
〜
七
日
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及

週
間
で
す
。

◆
即
日
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
・
エ
イ
ズ
相
談

▼
休
日
検
査：

六
月
五
日
（
日
）

午
後
一
時
半
〜
午
後
三
時
半

▼
平
日
夜
間
検
査：

六
月
七
日
（
火
）

午
後
五
時
半
〜
午
後
七
時
半

▼
常
設
検
査：

毎
月
第
二
・
四
月
曜
日

午
前
九
時
〜
午
前
十
一
時

▼
場
所：

吉
野
保
健
所

吉
野
郡
下
市
町
新
住
十
五
―
三

▼
内
容：

相
談
、
血
液
検
査
、
結
果
説
明

▼
申
込：

当
日
保
健
所
へ
お
い
で
下
さ
い
。

（
予
約
不
要
）

▼
そ
の
他：

匿
名
・
無
料
で
う
け
ら
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
先：

吉
野
保
健
所
健
康
増
進
課

感
染
症
係

1
〇
七
四
七
―
五
二
―
〇
五
五
一

。
厚
生
労
働
省
で
は
、
毎
年
六
月
に
「
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

調
査
対
象
に
選
ば
れ
た
事
業
所
の
皆
さ
ま

は
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
合
せ
先

奈
良
労
働
局
賃
金
室

1
〇
七
四
二
―
三
二
―
一
八
七
七

平
成
二
十
三
年
度
の
労
働
保
険（
労
災
保

険
・
雇
用
保
険
）の
年
度
更
新
手
続
は
、
六
月

一
日（
水
）か
ら
七
月
十
一
日
ま
で
の
期
間
で

す
。
期
日
中
の
手
続
・
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
早
期
申
告
納
付
の
お
願
い

年
度
更
新
申
告
書
は
、
六
月
初
旬
に
事
業

場
あ
て
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
申
告
書
が

届
き
ま
し
た
ら
、
お
早
め
に
申
告
・
納
付
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

申
告
・
納
付
期
日
で
あ
る
七
月
十
一
日

（
月
）
は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
窓
口
に
お

い
て
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

▼
ご
注
意

期
日
ま
で
に
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
政
府
が
保
険
料
等
の
額
を
決
定
し
、
さ

ら
に
追
徴
金
（
保
険
料
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
）

を
課
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

奈
良
労
働
局
総
務
部
　
労
働
保
険
徴
収
室

1
〇
七
四
二
―
三
二
―
〇
二
〇
三

ま
た
は
、
管
轄
労
働
基
準
監
督
署
・
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）

放
送
大
学
で
は
平
成
二
十
三
年
度
第
二
学

期
（
十
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集
中
で
す
。

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送
を
利
用
し

て
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

自
然
科
学
な
ど
、幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た

い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
様
々
な
目

的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業
の
方
が
学
ん
で
い

ま
す
。

出
願
期
間
は
八
月
三
十
一
日
ま
で
。

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
放
送
大
学
奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

（
1
〇
七
四
二
―
二
〇
―
七
八
七
〇
）
ま
で
ご

請
求
く
だ
さ
い
。
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

▼
相
談
場
所：

天
川
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

▼
日
時：

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日

（
金
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

▼
担
当
弁
護
士：

立
石
　
直
樹

▼
予
約
方
法：

相
談
は
事
前
予
約
制
。
電
話

で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始

は
休
み
）

午
前
九
時
三
十
分
〜
正
午
・
午
後
一
時
〜

午
後
五
時

お し ら せ

中
南
和
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
よ

り
お
知
ら
せ

放
送
大
学
十
月
生
募
集
の
お
知

ら
せ

『
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
』

に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

労
働
保
険
年
度
更
新
に
つ
い
て
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I N F O R M A T I NO

（
相
談
予
約
は
、
各
相
談
日
の
一
週
間
前

よ
り
受
付
。
相
談
日
の
一
週
間
前
が
休
日

に
あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
前
日
な
ど
直
近

の
奈
良
県
弁
護
士
会
開
館
日
（
平
日
）
よ

り
の
受
付
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
当
日
予

約
は
で
き
ま
せ
ん
。）

※
各
自
治
体
お
よ
び
各
相
談
場
所
で
は
受
け

付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先：

1
〇
七
四
二
―
二
二
―
二
〇
三
五

（
奈
良
県
弁
護
士
会
・
中
南
和
法
律
相
談

セ
ン
タ
ー
係
）

▼
備
考：

相
談
料
は
無
料
、
相
談
時
間
は
お

一
人
（
組
）
あ
た
り
三
十
分
で
す
。

い
じ
め
・
体
罰
・
不
登
校
・
児
童
虐
待
な

ど
の
子
ど
も
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
全
般
に

つ
い
て
、
奈
良
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
子

ど
も
の
人
権
委
員
（
人
権
擁
護
委
員
）
及
び

奈
良
県
内
各
協
議
会
子
ど
も
の
人
権
委
員

（
人
権
擁
護
委
員
）
が
下
記
の
と
お
り
無

料
・
秘
密
厳
守
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時：

・
六
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
七
月
一
日

（
金
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
七
時

ま
で

・
七
月
二
日
（
土
）
・
七
月
三
日
（
日
）
午

前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

▼
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

1
〇
一
二
〇
―
〇
〇
七
―
一
一
〇
（
フ
リ

ー
ダ
イ
ヤ
ル
）
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
使
用

可
、
Ｉ
Ｐ
電
話
使
用
不
可

▼
対
象：

県
内
在
住
の
児
童
・
生
徒
及
び
そ

の
保
護
者

▼
相
談
員：

奈
良
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

子
ど
も
人
権
委
員
（
人
権
擁
護
委
員
）
及

び
奈
良
県
内
各
協
議
会
の
子
ど
も
人
権
委

員
（
人
権
擁
護
委
員
）

▼
お
問
い
合
わ
せ：

奈
良
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
（
〇
七
四
二
―
二
三
―
五
四
五
七
）

ま
で

▼
税
金
関
係
の
お
知
ら
せ

大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
は
、
所

得
税
の
軽
減
・
免
除
が
受
け
ら
れ
、
税
務
署

で
手
続
を
行
う
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
源
泉
所

得
税
の
徴
収
猶
予
や
還
付
、
廃
車
と
な
っ
た

自
動
車
の
自
動
車
重
量
税
の
還
付
な
ど
の
特

例
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税

務
署
に
お
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎http：
//w
w
w
.nta.go.jp
ま
た
、
地
方
税
に
つ
い
て
も
、
住
民
税
、

固
定
資
産
税
、
自
動
車
税
等
の
特
例
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村

に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▼
あ
な
た
の
「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」
が
被
災

地
支
援
に

被
災
地
の
自
治
体
へ
の
寄
附
金
、
自
治
体

を
通
じ
て
の
被
災
者
へ
の
義
援
金
は
「
ふ
る

さ
と
寄
附
金
」
と
し
て
住
民
税
・
所
得
税
の

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
日
本
赤
十
字
社
や

中
央
共
同
募
金
会
等
へ
の
義
援
金
も

「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」
と
し
て
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
総
務
省

東
日
本
大
震
災
関
連
情
報
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◎http：
//w
w
w
.soum

u.go.jp

▼
日
時：

平
成
二
十
三
年
八
月
十
一

日
（
木
）

午
後
二
時
〜
午
後
四
時

▼
場
所：

「
奈
良
県
中
小
企
業
会
館
」

四
階
　
小
会
議
室
　
奈
良
市
登
大

路
町
三
八
―
一
　
1
〇
七
四
二
―
二

六
―
六
六
〇
二
近
鉄
奈
良
駅
一
番
出

口
よ
り
徒
歩
一
分

▼
講
演：

「
鼻
と
病
気
と
治
療
」

奈
良
県
立
医
科
大
学
耳
鼻
咽
喉
・

頭
頸
部
外
科
学
教
室
　
教
授
　
細

井
祐
司

▼
無
料
相
談：

鼻
を
含
め
耳
鼻
咽
喉
科

全
般
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す

▼
担
当
医
師：

耳
鼻
咽
喉
科
専
門
医

▼
問
合
わ
せ
先：

奈
良
県
医
師
会
耳

鼻
咽
喉
科
部
会
事
務
局

1
〇
七
四
四
―
二
二
―
八
五
〇
二

全
国
一
斉
子
ど
も
人
権
一
一
〇
番

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を

受
け
ら
れ
た
方
へ

鼻
に
関
す
る
「
講
演
会
」
と

「
無
料
相
談
」
の
お
知
ら
せ

【申込み・問合せ先】〒638-0431 奈良県吉野郡天川村洞川784-32 洞川エコミュージアムセンター
10747-64-0999 50747-64-0888〈E-mail〉eco@vill.tenkawa.lg.jp

※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

洞川エコミュージアムセンター 洞川エコミュージアムセンター 洞川エコミュージアムセンター 

簡単登頂で山岳展望が開け、また貴重な植物がある観音峯に、なぜか「ジキタリス」が！？
皆さんのお力で少しでも繁殖を食い止めたい！お力添えを！！（作業時間80分程度）いいことがあるかも？
歩行時間計約３時間。標高1,285ｍ（初心者から）（※小雨決行）
【講師】奈良植物研究会　森本範正氏　　自然公園指導員　平　恵子氏
【集合場所】天川村役場駐車場（役場から送迎） 【定員】30人（小学校高学年から）
【持ち物】弁当・水筒・帽子・タオル・雨具・登山（作業）の服装等　【参加費】1,000円（小中学生半額）

②観音峯を守れ！
外来種「ジキタリス」引抜きボランティアツアー 6月19日（土）10：00～16：00



天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●
一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●
郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●
ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

燃焼 28.39トン
前月比 121.85％
前年同月比 87.09％

不燃 4.15トン
前月比 152.57％
前年同月比 92.43％

資源 6.98トン
前月比 83.69％
前年同月比 90.67％

粗大 1.39トン
前月比 62.05％
前年同月比 65.26％

４月のごみ
収集状況

幼 稚 園 だ よ り 幼 稚 園 だ よ り 

発
行
／
天
川
村
役
場

〒
638 -0392

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
大
字
沢
谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321
FAX：

0747-63-0329
企
画
・
編
集
／
総
務
課
広
報
係（
内
線
123）

U
R
L：
http://w

w
w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：
tenkaw

a@
vill.tenkaw

a.lg.jp

広
報
 

平
成

23年
５
月

31日
発
行
　
通
巻
412号

村のうごき

人
口

1,743人
（
＋
２
）

2011年
４
月
30日
現
在
（
）
内
は
前
月
と
の
比
較

女914人
（
±
０
）

男829人
（
＋
２
）

世
帯
数

746戸
（
＋
３
）

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。
古紙配合率100％再生紙 

100
大豆油インキを使用しています 

年長組（６人）の子ども達が力を合わせて、大きなこいのぼりを完成させました。

５月の風をおなか一杯吸い込んで、青空を元気よく泳ぐこいのぼりを見て、年少組や年中組の子ども達から

も大歓声があがりました。

５月の風が澄んでいるのは、こいのぼりが気持ちよく泳ぐために…かもしれませんね。

青空を元気に泳ぐこいのぼりのように、子ども達一人一人が元気一杯に成長していくように願っています。


